
届出手続きの概要

届出事項・書類
• 申請者の基本情報（氏名又は名称、住所、その他申請者の基本的情報を示す書類）
• 事業⼀般に関する事項（事務所及び事業場の所在地、事業計画の概要、事業開始年⽉⽇、事業場の概要、事業場の
⾯積、付近の⾒取図、事業の⽤に供する場所の使⽤権原を有することを証する書類）

• 保管に関する事項（保管する品⽬、保管場所の⾯積、保管量・保管⾼の上限、保管場所の図⾯（平⾯図、構造図
等））

• 処分に関する事項（処分の⽅法、処分する品⽬・数量、処分施設の種類・数量・設置場所の図⾯（平⾯図、構造図
等））

届出の時期
• 新規は事業開始前10⽇前までとすることとする。
• 届出事項の変更についても、廃棄物の取扱いを参考に、基本的に同様とすることとする。
• 有害使⽤済機器の保管又は処分業の⼀部又は全部を廃止した際の届出について規定する（廃止後10⽇以内に提
出。）。
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届出様式の記載例（新規届出）
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届出様式の記載例（変更届出 廃⽌届出）

48


